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明治It農4 家 の iLt構造 *

斎 藤
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(以下次号）

は じ め に

経済発展の過程で就業構造が農業部門から工業部門へ，そしてサービス業部門へとシフトしてゆ 

くことは，ペティ= クラークの法則として周知の* 実である。その場合，堯展の初期局面に焦点を 

絞れば，農業が工業部門への労働力供給部門として位置づけられることになる。しかし，これを農 

村から都市工業部門への，地理的な移動を伴った労働力配分の変化と解釈し，現実の歴史的プロセ 

スに当てはめようとすると，実際には多くの問題が生ずる。工業化開始直前の農村にはしばしぱ少 

からぬ非農業的経済活動が存在し，それらが農家の副業という形態で営まれていたからである。農 

家兼業は農村内部で目立たない形で，「ごく静穩に」進行していたと考えられる労働供給の表現で 

あり，その点を無視して労働力の部門間配分を云々することは「著しくミスリーディング」 なので 

。

工業化初期局面で農家ま業が一般的であったことは，わが国の場合も同様である。明治初年の農 

家兼業率が驚くべきレベルにあったことは，1882 (明治1 5 )年に刊行された『明治十二年甲斐国現

* 本稿は，筆者が本大学在職中に慶応義塾学享振與資金および文部省科学研究費より接助をうけて行った研究の成果であ 

る。その研究は数年前にほぼ完了してたが，筆者の個人的享情のために，成果の公表が今日まで遅延したことを関係 

各位にお16びする。本稿の骨子は，1981年9月にノース. カロライナ大学で行われたThe Tokugawa-Meiji Tran

sition Project, Workshop I I および同月の一橋大学経済研究所におけるセミ'ナ一で報告，そこでの討議から稗益を 

受けた。また，資料の閲覧にあたっては山梨県東A代郡A代町役場の渡辺行祥氏のお世話になり，その複写. 整理. 電 

算機によるデータ処理の段階では茂木潤一，尾川丈一，腰川充敏の三君より協力を得た。これらの方々 および上記セミ 

ナ- の参加者に感謝の意をました'̂ 、。

注 （1) 梅村（1962), 30頁，および梅村〔1980), 9貝。
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在人別調』によって抵村又次がつとに指摘していた点であった。この観察は養香•製糸業の盛んで

あった県にかんするものであったから，工業活動爱業率が「やや例外的」に高く出ている点は考慮

しなければならないが，全体として，明治年間に農民の兼業化が進んでいたということは他地域の 
C 3 )

データからも確認されている。

この観察* 実を踏まえ，本稿ではさらに一歩進んで，農家ま業者の性•婚姻状態別および農家階 

層別のプロファイルを明らかにする。このうち，性別のま業率を別とすれば，他の点は公刊された 

集計データからはわからなかったことである力'S 今回，『甲斐国現在人別調』の個票であるr家別 

表」（4力村分）を発見したことにより，その解明が可能となった。

以下，次節でこのデータの性格について述べ，それとの関連で問題の特定化を行う。第n 節では 

対象とする4 力村の村落経済の概観をし，第DI節以下で就業構造の検討に入る。そこでは，（1)性 • 

婚姻状態別にみた農家成員が，それぞれどのようなタイプの副業に就業しているか，またその場合 

に, （2)農家階層の影響はどのように現われるかが，分析の中心となる。資料にあげられている副業 

は，商工活動のほか，一方では養香，他方では家内手工業，さらには農作雇のような雇用労働をも 

含むが，それらタイプ間の相互作用についても併せて検討を行う。とくに，（3)養香•商工活動への 

従享が雇用労働および家内手工業への就業確率にどのような効果をもったかを，農家階層の影響を 

コントロールした上で吟味する。それによって，労働供給理論の領域では小尾恵一郎のいう「自営 

業家計の転換法則丄経済史の分野では戦前期の襄家経済と就業機構にかんする中村隆英の，農民 

の兼業化を「ただちに農民の下層部分が賃労働者化するという意味においての農民層の分解と呼ん 

でもよいかといえば，必ずしもそうではないらしい丄それは「むしろ賃労働者化をおくらせる理
( 4 )

由にもなるJ というテ唆に，具体的かつ歴史的な内容を付与することが試みられる。

I デ ー タ の 性 格

, 1879 (明治12)年未の『甲斐国現在人別調』（以下『人別調』と略記）は，わが国最初の近代的，本
( 5 )

格的な人口調査（センサス）といわれている。本稿の基本データはその個票であるから，その調査 

がいかなる意味で「近代的」であったのか，すなわちどこまで言葉の正確な意味におけるセンサス 

であったのかを，以下の議論に必要な限りにおいて知っておく必要があるであろう。

明治初年庚家世带の就業構造(1)
(2)

注 （2 ) 梅村（1962),第6表，31頁。なお梅村は1980年の論文で同表の再整理を行い，その際「本業が嚴作で養蛋を兼ね 

る者J を副業者から外しているので（8'頁)，注意されたい。，『人別調』で何を農家副業と看なし，何を看なさなかっ 

たかについては，本号29頁を参照。

( 3 ) 中村隆英（1971), 100-1071：。

( 4 ) 小尾（1968/71),9頁，および中村隆英（1971), 106,108頁。

( 5 ) たとえば，相原. 较島（1971),39頁以下を参照。なお，この『人別調』に力、んする書誌解題として細谷（1978) 

のものがあり，きわめて有用である（345頁以下)。以下の叙述も，それに負うところが大きい。
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r三田学会雑誌」78巻 1号 （1985年4 月）

『人別調』の緒言は次のように記している。「人別ヲ調プルノ方法」の一^̂3は 「人ノ静止スル所ニ

就テ一挙シチ同時ニ」調査を行うr人員所静の調」であるが，「此甲斐国人別表ハ即チ人員所静ノ調
C6)

ニ係ルモノ ニシ テ 其調ハ明治十二年十二月三Ĥ —日午後十二時ニ現在セル人員ニ拠ルモノナリ」

と。

この短い引用からもわかる通り，杉享ニが意図した調査が，今日の国勢調査と基本的に同一の性

格をもったものであったことは疑いない。ただそのことの意義と含意を充分理解するためには，そ

れが伝統的な人口統計作成法にたいする杉の批判を意味していたことを知らなければならない。徳

川時代の「宗門人別改」制度，明治の戸籍法はともに為政者に人口統計の作成を可能ならしめる制

度であったが，いずれも基本台帳に届出にもとづく人員の加除を施した結果を集計するという点で,

調査時点を限って全国「同時ニ」「現在セル人員」を 「人ノ静止スル所」において把捉するセンサス

とは根本的に異った方法であった。 「是迄ノ戸籍調ハ恰モ古昔ノ系図調ノ如ク先担ノ死ンダ日ハ何

年何月デャ祖父ノ忌日ハ何日ニ当ルゾト無用ノ事」が多く，それでいて「本当ノ戸主ガ何程法律上 
( 7 )

ノ戸主ガ何程ト区別」できず，その結果，それによる人口集計は不正確となり，人口 • 世帯•産業

の構造の充分な把握が不可能となるというのが，新戸籍制度発足当初以来の杉の批判の要点であり，

したがって，戸籍による人口統計作成ということから脱却したという点に，明治12年の『人別調』

の革新性があると考えられていたのである。

このようにみてくると，『人別調』から得られる就業統計• 労働力統計は，今日の国勢調査から

得られるそれと本質的に変りはないと考えてよいように思われる。けれども，それは本当にそうで

あろう力、。そう考えてデータ処理をしても，問題はないのであろう力んこの疑問に答えるためには，

『人別調』が実際にどのように実施されたかをみなければならない。

第 1の問題は，本当に‘door-to-door’ の調査がなされたのかどうかである。この点興味深いのは，

杉の下にあって実際に調査を担当した高橋ニ郎の回顧談である。それによれば，個票である「家別

表」への記入は各町村役場における戸籍よりの転記という形でなされ（「下調」と表現されている），

それを杉と7名の政表課員が県下町村を回って—— おそらくはサンプルを抜き出して—— 「点検」
( 8 )

したという。すなわち，この『人別調』でも，戸籍依存からの脱却は果されなかったというのが実

情なのである。とすればわれわれも『人別調』の統計においてどこまでr本当ノ戸主」と 「法律上
( 9 )

ノ戸主」とが区別されているか，またそこに示された総人員がどこまで本籍人員と区別された真の

注 （6 ) 統計院〔1882), 2頁。引用は，総理府統計局(1976),162頁より。

( 7 ) いずれも，1876 (明治9 ) 年9月19日の「正院第五科政表掛会議」における杉の発言。総理府統計局（1973), 465 

頁より引用。
〔8 ) 高橋（1905/76),183頁。

( 9 ) 所帯とは何かという点にかんしては，山梨の側でも疑問が生じたようで，北巨摩郡の担当者は17項目の問合せのな 

かの一つで，「凡そ所帯を指すものは動産不動産を所持するもの或ひは無禄産と雖も一家の体裁を成し或ひは 

借家又は同居等するも営業上独立を成す者と相心得可然哉J と質している。とれにたいする杉の返答は，r所帯とは動
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明治初年農家世帯の就業構造(1)

意味でのr現在セル人員」であるのか，疑ってかかる必要があるであろう。

後者の問題にかんしていえば，第 2 に，杉自身も戸籍法による本籍地主義的思考から完全には抜 

け出していなかったと思われる節がある。それは寄留者の取扱に現われている。「人別調人心得並 

家別表書込離形」中の「寄留人ヲ調プル心得」をみると，寄留者であってもr所帯ヲ持チタル人」 

については明確な現住地主ぎを打ち出しているが，「雇又ハ稼ギ等ノ為メー国内ニテ同郡又ハ他郡 

ニ寄留ストイへドモ出先ニテ所帯ヲ持タザル人ハ尚ホ本籍ニテ取調べ書出スペシ」 とされている。 

いいかえれば，出稼人や住込參公人などは本籍地で調査されることになり，『人別調』にいう総人 

員は決して現住総人口ではありえない。杉の部下であった高橋自身が指摘するように，「所帯を成

さる享公人の類を本地へ入れたれば欧洲の所謂事実人口にはあらず結局常住家族的人口と云 
 ̂ (11)

ふぺきもの」であった。

以上ややたち入ってみてきた『人別調』のセンサスとしての特異性は，これから本稿で行おうと 

する労働力' •就業構造の分析とどのようにかかわっているのであろう力んそれは，次の2点に集約 

できよぅ。

第 1に，「家別票」に記載された就業者数を集計しても，その村全体の現実の就業人口を知りえ 

ないという問題が生ずる。他村よりその村へ享公人などの形態で寄留してきているものが力ゥソ ト 

されておらず，他方でその村より他町村へ出稼にいっているものが含まれてしまっているからであ 

る。第 2に，それとの関連で職業分類上の問題もおこる。『人別調』では，たとえぱ「農作」と「農 

作雇」というように，自営業者と雇用労働者とを区別している。しかし，上に述べたような寄留者 

にかんする特異な取扱いから，その「農作雇」が他村で住込ま公人をしているものなのか，あるい 

は村内で農繁期だけ日雇として働いていろものなのかの区別をつけることが不可能となってしまっ 

ている。たしかに状況から半Ij断がつくヶースはある。たとえば「下作」農家（小作裹家）の戸主であ 

って本業が農作，副業が農作雇とあれば，これは農繁期に行う日雇労働のことを意味していようし, 

また下作農家のニ女で守雇とあれば，（おそらくは他村へ)児守享公にいっているのであろう。とは 

いえ，すべての場合についてそのような区分をすることは不可能である。要するに，住込享公とい

産不動産の有無或は無禄無産に拘はらず仮令ひ借家又は他人の家を仕切りて住居する者にても一家の体裁をな 

したる者を云ふ」というものであった。この点に力》んするかぎり，衫の発想は明治戸籍制度における「家」から自由 

であったといえる。この質疑応答は，「第一回国勢調査準備の今日に於て多少の参考ともならぱ幸甚しJ として『統 

計学雑誌』に招介されている（鈴 木 1919, 14-16頁)o 

注 （1 0 )統計院（1882), n-12頁。引用は，総理府統計局ひ976),165頁より。

( 1 1 )傍点は引用者。これに続けて高橋は，「本籍及寄留の戸籍帳を基礎としナこるものなれぱ亦止むを得ざることなりし」 

といっている力S 奉公人などを現住人ロに力クントしないということは杉自身の判断によるものであった。それは， 

高橋自身が「家別表式及記入例の如きは全く杉課長に命ぜられ小生が起案せるものに係る但行はれざりしは家族中 

へ婢僕等を入れんとせしことなるが是は遂に純粋の『フハミリー』と云ふことになれりJ と，やや残念そうに記し 

ていることからもわかる。実際，先にも引用した明治9年の「政ま掛会議」の発言のなかでも，杉は「寄留人ハ荐リ 

ニ来往シテ動ク者ナリ之ヲ調フルハ難シ且ツ之ヲ調フルモ享実ニ於テ其益少ナカル可シ」と言い切っていたので 

ある（9月5 日；総理府統計局1973, 448頁)。
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「三田学会雑誌」78巻 1号（1985年4 月）

う独特の形態での雇用労働がどの位の規模で存在したか，『人別調』からは知りえないのである。

第n 節で対象とする4 力村人ロの有業率• 兼業率などをみるが，それらについてはこのような限界 

があることを注意しておかなければならない。

しかし翻って考えれば，このように特異な* 上方式をもつ調査にも利点がある。いま視点を有業 

人口の規模とその分類から農家世帯構成員の労働供給行動へと移せぱ，この『人別調』の個票が， 

類例のない，良質のデータを提供してくれることに気づくであろう。それは，村内居住者の労働供 

給と村外への出稼者のそれを同時に教えてくれるという点で，農家世帯の労働供給の全貌を示して 

くれる。しかも世帯の* 上げについては現住地主義が貫かれているのであるから，村内に現住する 

全世帯にかんしてそれがわかるのである。もちろん，一枚一枚の「家別表J 記入が戸籍薄に依存せ 

ざるをえなかったという享情から，それらが本当に法律上の「家」から区別された経済単位として 

の世帯であるかどう力\ 不明な点が残る。しかし，通常の人口資料では—— 本籍地主義か現住地主 

義のどちらかで作成されているので—— 個人追跡を行わなければ（またそれを可能にするだけの条件が 

そろっていなければ）知りえないような情報まで，このセンサス•タイプの調査は教えてくれるので 

ある。いずれにしても，農家世帯の労働供給の分析という点では，『人別調』の調査方式の特異性 

はかえって好都合であろ。第IV節の分析は，すべてこの視角からなされることになるであろう。

n 村 落 経 済 の 概 観

これから分析の対象とする『人別調』 4 力村分のr家別表」データは，いずれも東A 代郡A 代町

役場所蔵の資料である。杉享ニらは約11万枚の「家別表」全部を東京に送付させて集計作業を行っ
(12)

たので，これらは下言ま控言であったと思われる。

A 代町は，甲武信ヶ岳に源を発した笛吹川が甲府盆地に入ってしばらくいった左岸にある。 4 力 

村のうち，町役場のおかれている旧南A 代村とそれに隣接する北A 代村が町の中心に位置し，山つ 

きに岡村，河川氾涯部にかかるところに増田村というように並んでいる。現在は，ぶどうを主体と 

した果樹作と米作の地域である。以下，これら4 力村の明治初年における状態を概観しておくこと 

にする。

表 1は，1875-76 (明治8-9)年の戸口および土地利用を示したものである。戸口は戸籍簿から作

注 〔1 2 )資料の表紙は，南A代村の場合「家別表」，北A代村「人別政ま丄岡村のは表紙がなく，增旧村「人別制ま」とな 

っている。「政表」あるいはr制表」が 「スタチスチック」の訳語として明治年間に使われた言葉であることはいう 

までもないことであろう。なお，岡村と增BB村の分には，「戸籍第五号」というように戸籍の文字が記されている。 

「家別表」が戸籍簿からの転記であったことを示唆していて興味深い。（增田村「家別表」表紙の写真は，斎 藤 1剛 , 

25頁に載せてあるので，参照されたい。）先に，これらr家別表」は今回初めて発見されたと記したが，正確にいえ 

ぱそれは正しくない。『ノ、代町誌』がそれにもとづいて作成された表を載せているからである（A代 町 1975,上巻， 

245H)oただしそこでは一 どういう理由からか—— 3 力村分しか利用されていない。
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表 戸口と土地利用，1875-76 (0月治8-9) 年

明治初年裹家世帯の就業構造(1)

南八代
村
北八代

落
岡 増田 計

戸 ロ（明治9年） 〔単位：戸）
本 籍 戸 数 195 181 81 88 545

寄 留 戸 数 2 4 0 6 12

計 197 185 81 94 557

(単位：人）
本 籍 人 口 902 771 399 408 2, 580

出寄留人口 19 26 7 27 79

入寄留人口 29 21 0 2 52

現 住 人 ロ 2, • 912 766 392 383 2,453

土 地 （明治8年新検段別） (単位：町）
田 87. 04 75.65 16. 79 61.76 241.24

畑 62.94 60.24 45.05 17.25 185.48

宅 地 16.20 14. 70 6 .17 5. 52 42. 59

林 1.65 0.62 17. 40 1.28 20. 95

そ の 他 0. 53 0.88 0. 81 0 .16 2. 38

計 168. 36 152. 09 86. 22 85. 97 492. 64

資料：『山梨県地誌稿』（山梨県立図» 館所蔵文*)。

註 1 ) 出寄留，入寄留の別はないが，本籍人口にたして計をとっているので，入寄留戸数を意味する。
2 ) 本籍人口一出寄留+入寄留。

成された数値であろう力’、，そこからもこれらの村が人口流出も流入もそれほど激しいところではな

かったことがわかる。 4 力村合計での出寄留率（出寄留者数+本籍人口）が3 .1 % ,入寄留率（入寄留

者数+現住人ロ）が2 .1 % であったから，ネットではわずかながら人口流出地域であった。村毎に

みても流入超過を記録していたのは，町役場のあった南A 代村のみであった（そこでも入寄留率は

3. 2%)。ただ，出寄留率3% というのは確かに高い値ではないが， もしこれら流出者の年齢が15歳

から30歳の間に集中していたとすれば，その年齢階層の10%強が他出していた計算となり，決して

無視できる値とはいえない。 4 力村のうち平場で田畑比率の高い増田村では出寄留率6.6%,15-34

歳階層の約20%が流出していたと思われることは，.注意しておいてよいであろう。

表 1下段のバネルは，土地利用の状況を示す。宅地化率が低く，耕地の割合が高いことが読みと
(13)

れる。田畑比率は4 力村合計で1 .3 0 ,山梨県全体の値が0.57であるから，県内では水田が多い地帯 

に属するが，しかし畑地もかなりのウェイトをもっていた。

この点は物産統計からも確められる（表2)。 1人当りの米産出高は，明らかに山梨県平均よりも 

高い水準にある。山梨県全体では6. 5 円であるが，4 力村のそれは約50%高い値となっている。農 

エの区分でいえば農業を主としており， 4 力村内の生糸•躺木綿産出高は取るにたらない額でしか
(14)

なかった。反面，山梨県が幕末開港以降いっそう娟業への傾斜を強めていたという享參は，これら

注 （13) 1882 (明治15)年の反別による。中村哲（1968)の付表2 より計算。
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「三田学会雑誌」78卷 1号 （1985年4 月） 

表 2 物 産 高 ，1880 (明治13)年

物

東 八 代 郡 4 力 村 山 梨

価 額  
(千円）

県 計

1人当り1) 
(円）

価 額  
(円）

A

1人当り1) 
〔円）

B

価 額  
(円）

1人当りい 
〔円）

普通 塞 産 物

(1) 米 23’ 242 8.8 25,851 9.8 2, 570 6.5

(2) そ の 他 U, 761 5.6 16, 464 6.2 2, 222 5.6

(3) 小計(1)+(2) 38,003 14.4 42, 315 16.0 も792 ■12.1

特有 塞 ま 物

(4) 養 蛋 9,414 3.6 9,925 3.8 1,444 3.6

(5) そ の 他 2〉 875 0.3 1,097 0.4 745 1.9

(6) 小計(4)+(5) 10,289 3.9 11,022 4.2 2 ,189 5.5

ェ 産 物

(7) 生 糸 1,361 0.5 1,706 0.6 1,658 4 .1

(8) 編 織 物 — — — — 512 1.3

(9) 綿 織 物 ®, 2,070 0.8 2, 277 0.9 85 0.2

do) 紙 類 — — — — 170 0.4

(U) 小計(7)+.'.+(10) 3’ 431 1.3 3’ 983 1.5 2, 425 6.1

そ の 他

ぬ 林産，水産，鉱産物 — — ' — — 29 0.1

資料：『山製県地誌稿』および『山梨県統計言』。物価データについては下記を参照。
註 1 ) いずれも『人別調』の人口で除している。

2) 4 力村の場合，実綿，菜種，小梅清。

3) 4 カ材の場合，綺木綿のみ。

4) 4 力村物産のは，『地誌摘』所載の東A代郡11力村（竹居，奈良原，金生，鶴飼，玉田，錦，英，上黒駒，下黒駒， 

藤之木，祝）平均の価格によって評値した場合。物産(B)は，『県統計言』の価格によって評価した場合であろ。ただ 
し （A)においても小抵清の価格のみは『県統計*』の価格を使っている。

参考までに，禾y用 （または参照）した価格データを下に記す。なお， （ ）内は平均値の算出にあたって使用され 

た村の数である。

〔単位：円）

(i)
東八代郡平均 

(N )

(ii)

山梨県

(iii)

L T E S

(i)
東八代郡平均

(N )

(ii)

山梨県

(iii)

L T E S

米 [石] 9 .98 C11) 11.10 9. 46 実 綿 [斤] 0.093 ( 8 ) 0.119 0.081

大 麦 レ ] 5.08 (10) 6. 05 3. 58 真 綿 い ] 2. 02 ( 2 ) 2. 76 —

小 麦 レ ] 8.79 (11) 8. 60 6. 78 績 木綿 [冗] 2. 30 ( 2 ) 2. 53 —

稿 米 |> ] 1 0 .  75 ( 9 ) 11.65 — 菜 種 [石] 7. 50 ( 1 ) 9. 93 6 .11

大 豆 !>  ] 8. 83 (11) 9. 60 5. 95 桑 葉 [斤] 0. 028 ( 9 ) 0. 037 —

そ ぱ 1> ] 5. 05 (11) 6. 26 2. 58 香 種 [枚] 0. 85 ( 2 ) 1.41 —

蜀 泰 レ ] 4 .29 ( 5 ) 5. 04 — 藏 [斤] 0. 625 (10) 0. 500 0. 429

もろこし O  ] 4. 60 ( 6 ) 5. 85 — 生 糸 い ] 6. 27 ( 8 ) 7.86 —

小 m 清 い ] — 0. 76 —

資料（i ) 『地誌稿』，東A代郡各戸長より県令宛報告》控。

( i i ) 『県統計言』，生産価額を生産量で除した値。
(iii) LTES 8 , 大川ほか（1967),第12表，168-177頁，生産面の価格である。
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明治初年參家世帯の就業構造(1)

4 力村にも反映していた。養蛋ー製糸一網織物という工程のなかで，東A 代郡のこの地域は養香へ

の特化が顕著であった。ここは米と養香の地域だったのである。

1907 (明治40)年，杉享ニ 80歳のとき，時の内閣統計局長花.房直三郎は「寿詞」に代えて行ったま
(15)

演のなかで，r甲斐国人別調は封建時代に於ける地方の標本を今日に胎こせるものなり」と述べた。

たしかにこの4 力村は典型的な農村であった。南A 代村を除けば，純粋の農村であったといっても

よい。「家別表」による戸主数は4 力村計で580〔うち32の女子戸主を含む)，その82%が—— 戸主の本

業が農作という意味で—— 農家であった。けれども，この地域を封鎮的な自給自足的小農社会の

「標本」と考えるなら，それは間違った解釈であろう。農民は兼業という形態で農作以外の活動に

従享していた。「特有物産」である養香は，村内で生糸•網織物生産がほとんどみられなかった事

実から推して，まったく市場向の生産であったし，米作についてもかなりの程度そうであったにち
(16)

がいない。開港以降の東山地方における目をみはるような産業発展は，この地域にも強い影響を及

ぽしていたのである。その影響は何よりも市場経済化という形で現われたのであり，小作人の割合
(17)

が比較的大きかった（477人の農家戸主のうち220人，46% )という享実も，そのひとつの帰結であった 

と考えられないことはないのである。

m 有業率プロファイルと農家爱業

前節に続いて本節では，東A 代郡4 力村における就業状況について概観する。最初に『人別調』 

における有業者の概念について吟味したあと，4 力村の有業率プロファイルをみることにする。 

公表された『人別調』の集計結果表によれば，山梨県全体の就業状態は次の通りであった。（A)

注 （1 4 )実綿生産高の記載と『人別調』におけるr木綿糸取J という記載とは，4 力村すべてについてみられろが，搞木綿 

の機織は增田村においてのみである。この織物は，『山梨県地誌稿』では「甲府市中二輪送ス」とされている。他の 

3 力村におけるr木綿糸取」の多くは，したがって—— たとえ「自宅ノ用ヲ足スモノ」ということを示す符号がつけ 

られていなくても—— 自家消費用だったのであろう。なおr自宅ノ用ヲ足スモノ」という概念については，次節の説 

明を参照。

( 1 5 )花房（1907),第314号の211頁。

( 1 6 ) 『地誌稿』の北A代村の項では，「自用ノ外穀ハ都留郡ニ蔽ハ甲府市中へ輪送ス」と述べられている。増田村 

についても同様の記述がみられ，米穀と菌とがこの地域の车要な市場向産品であったことを示している。

( 1 7 )農作を本業とする戸主を分類すれば，次の通りである。ただし，このなかには（世帯を形成していない）法律上の 

戸主が僅かであろう力冶まれている可能性がある。

男子 女子 計

裹作主 18 0 18

直作 94 3 97

直下作 116 1 117

下作 211 9 220

作雇 22 3 25

計 461 16 477

なお，「直作」は自作，厂下作」は小fFの
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r有業者」258,184名，(B) r無業者」136,520名，(C)「職業知レサル者」2, 603名，他に「貸座敷等 

ノ男女」107名，「英国人」 2名。ここから単純にム"̂  (A  + B + C ) として有業率を計算すれば， 

65%という高率になる。しかし問題は，この「有業者J のうちに，本当の有業者と看なしてよいか 

どうか検討を要するカテゴリ一が含まれているところにある。それは第1に「一人前二足ラサル者丄 

第 2 に 「自宅ノ用ヲ足スモノ丄第3に （農作主というように）職業名の後に「主」という言葉が付 

された者である。

第 1の点について「人別調人心得」は次のようにいう。r一人前トハ自分ノ職業ヲ以テ其身ノ衣

食ヲ賄ヒ得ル者ョリ以上ヲ云フ」「但シ男女十五年以下ニシチ職業ヲナス者アラバ一人前二足ラ

ズトイへドモ其職業タルコトヲ言スペシ又十五年以上ニチ......職業アリトイへドモー人前ノ働キ
(18)

二足ラザル者ハ業名ノ眉ニ（足ラズ）ト言スべシ丄と。この区別について，先にも引用した講演の

なかで花房直三郎は「此の一人前に足らざる者の中には本業として職業に従享する者の他副業即

ち余業として之に従*する者亦多数なるべし是等は元来本業有業者の数より控除するを適当とす

と雖今は其の区別を知るに由なきを以て之を包含せる数を以て有業者の数とせざるを得ず」と述
(19) _

ベている。しかしこの花房の言は当を得ていない。余業であるか否か，「其身ノ衣食ヲ賄ヒ得ル」

だけの稼得ができるか否かでもって，usual statusとしての有業•無業を判断する必要はないので
(20)

あり，ここでもそれを控除する必要はない。

第 2の r自宅ノ用ヲ足ス者」については，次のようにいう。「職業者ニ非ラズトイへドモ縫針

ヲ為シ機ヲ織リ自宅ノ用ヲ足ス程ノ婦女ハ皆之ヲ*キ載セ業名ノ肩ニ印ヲ附ヶテ本載ノ人ト分ッ
(21)

ペシ譬へバ針仕事ナレバ（0 針仕事）ト* スルガ如シ」と。しかし『人別調』の室計表では，この 

区別を必ずしも徹底しなかった。職業分類表ではたしかに区別があり，また「自宅ノ用ヲ足スモノ」 

の総数も載せられている。しかし年齢別，「身上ノ有様」（策姻状態）別の作成がされていないため， 

これまではその結果表から正確な有業率プロファイルを描くことができなかった。実際，刊行され 

ている結果をみると，縫針（針仕事）の場合すベて0 印が付けられており，本職者がいない。先にも 

みたように，当時県下に英国人2名，すなわちr私立義塾傭ニチ英国人ノ寄留一軒」があったが， 

その英語教師夫人の職業を「0 縫針」としてあるところをみると，無業の主婦には機械的にこのよ 

うな記載をした可能性すらある。このような問題をもつ0 印付「有業者」を控除して再集計を行う 

ためには，個票にまで週らなければならないが，ここにも「家別表」データ利用のメリッ トがある。

r三田学会雑誌」78卷 1号 （1985年4 月）

注 （1 8 )統計院〔1882),16頁。引用は，総理府統計局（1976),166頁より。

( 1 9 )花房(1907).第319号の426頁。

( 2 0 )ただし r一人前二足ラサル者J として* 上げられた数は少く（『人別調』のいう総有業者の2% ) , どちらにして 

も大きな問題が生じないことは事実である。
( 2 1 )統計院（1882),16頁。引用は，総理麻統計局（1976),166頁より。

( 2 2 )統計院（1882), 35, 96頁。なお，0 印のせされたものもすベて有業者に力クントすると，東A代郡4 力村の場合， 

60歳未満の女子既婚者（有配偶プラス離死別）は全員有業者となってしまう-
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ここでは，「自宅ノ用ヲ足スモノ」およびr …主」は有業者とみなしていない。
これはr坪鳥or非雇用労働」ではなく，「非裹and非雇用労働」である„菲晨業的職業をもつ自営業従事者に対応する。 

したがって，この欄は，非農業就業者すべてと農業における雇用労働者を含むことになる。

注 （2 3 )上記の註（14)を参照。

( 2 4 )統計院（1882),17頁。引用は，維理府統計局（1976),166頁より,

—— 23——

もっとも，「家別ま」でもどこまで厳密にこの0 印が付されているか問題があろう。この4 力村分

の 「家別表」をみると，針仕事であっても0 印がないケースも少からず存在するのである。杉らは

集計にあたって，これらもすベて0 印付として計算したわけであるから，本稿でも，針仕事は一切

職業と看なさないこととした。0 印が付けられていないが実際には「自宅ノ用ヲ足ス」だけだとい

うケースは，他にもあろう。たとえぱ機織や糸取，とくに後者の場合にその可能性が高けれど

も以下の分析では，0 印が「家別表」に記されていないかぎりそれらを有業者に含め，木綿糸取に

かんしては別途に考慮することとしたい。

最後の問題は，「職業者ノ名アリトイへドモ其実ハ職業ヲナサザル人」で，業名の後に「主」 と

付けられたものについてである。たとえばr農作主」とは，r耕地持ニシテ自ラ耕:作ヲナサズI, し
(24)

たがって実際の農作には従事していないものである。その場合，いわゆる寄生地主のケースもある 

であろう力' ; ,ま際には年少者• 高齢者，あるいは親類が法律上の名儀人であるがゆえにそのように 

記載されるということも多いであろう。いずれにしても以下では，このような「……主」も有業者

表 3 A 年齢別有業者と有業率：男子

明治初年凝家世帯の就業植造(1)

年齢階層 総人数*) 有業者2'
有業者のうち (1 )にたいする％

雇用労働 非農•
非雇用®〉 (3)+(4) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5— 9 127 3 1 1 2 2.4 0.8 0.8 1.6

10—14 136 46 8 2 10 33.8 5.9 1.5 7.4

15—19 116 111 19 3 22 95.7 16.4 2.6 19.0

20—24 101 101 16 11 27 100.0 15.8 10.9 26.7

25—29 94 89 4 11 15 94.7 , 4.3 11.7 16.0

30—34 91 91 2 27 29 100.0 2.2 29.7 31.9

35—39 84 84 5 19 24 100.0 6.0 22.6 28.6

40—44 71 70 5 13 18 98.6 7.0 18.3 25.3

45—49 69 67 3 16 19 97.1 4.3 23.2 27,5

50—54 54 51 1 16 17 94.4 1.9 29.6 31.5

55—59 48 47 4 10 14 97.9 8.3 20.8 29.2

60—64 32 31 2 13 15 96.9 6.3 40.6 46.9

65—69 28 23 0 5 5 82.1 0 17.9 17.9

70+ 27 16 0 1 1 59.3 0 3.7 3.7

資料：南A代村，北A代村，岡村，增田村r家別表」〔山梨県東A代郡A代町役場所蔵文書)。 

註1) 次に該当するものを除く ：
イ） 「年齢知レス」
ロ) nss業知レス」
ハ） 「不具者」

2)

3)

4)



「三田学会雑誌」78卷1号（198S年4月） 

表 3 B 年齡別有業者と有業率：女子

年齢階層 総人数 有業者
有業者のうち (1)にたいする％

木綿糸
取

雇用労 
働

非* •  
非雇用

計(3)+ 
(4)+(5) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ao) 0D

5— 9 130 3 0 3 0 3 2.3 0 2.3 0 2.3

10—14 117 32 20 6 0 26 27.4 17.1 5 .1 0 22.2

15—19 103 83 16 12 19 47 80.6 15.5 11.7 18.4 45.6

20—24 94 89 9 7 12 28 94.7 9.6 7.4 12.8 29.8

25—29 109 99 3 4 12 19 90.8 2.8 3.7 11.0 17.4

30—34 98 93 4 1 2 7 94.9 4.1 1.0 2.0 7 .1

35—39 86 78 4 2 3 9 90.7 , 4.7 2.3 3.5 10.5

40—44 73 70 4 1 8 13 96.9 5.5 1.4 11.0 17.8

45—49 57 53 6 2 0 8 93.0 10.5 3.5 0 14.0

50—54 59 49 6 2 3 11 83.1 10.2 3.4 5.1 18.6

55—59 47 38 6 1 6 13 80.9 12.8 2 .1 12.8 27.7

60—64 46 30 12 1 0 13 65.2 26.1 2.2 0 28.3

65—69 51 25 9 1 4 14 49.0 17.6 2.0 7.8 27.5

70+ 54 28 16 2 0 18 51.9 29.6 3.7 0 33.3

資料と註：表3Aをみよ。

にはカウントせず，したがって本業のほかに「…… 主」を兼ねるものでも兼業者とは扱わないこと 

とする。

表 3 は，以上の点を勘酌し，性別 • 年齢別に有業率をみたものである。〔4 力村分をプールしてある。 

以下とくに断わらないかぎり，4 力村をあたかも一'̂̂ 3のまとまった地域の如く考えて分析を進める0)

花房は，杉らの作成した有業者の表から「自宅ノ用ヲ足ス者」のみを控除した総計と，それを控 

除しない年齢別の表とから，「甲斐国の当時に在ては壮年男子の全部殆むど残なく職業に従事せし
(25)

のみならず商其他に女子も，幼者も，老者も多数に職業に従事せり」と結論したが，東A 代郡4 

力村にかんするより厳密に定f tされた有業率の性• 年齢別プロファイルをみても，その花房の結論 

は大筋において間違っていなかったことがわかる（表3および図1)。男子についてみると，1り-14歳 

で32%であった有業率は15-19歳で96%, 20-24歳で100 % となり，それ以降65歳になるまで95% の 

水準を割ることがなく，65歳以上となってようやく下がり始める。全体の形状は現在のそれと変ら 

ないが，10歳台と60歳以上における有業率水準の高さが印象的である。これが，就学率の低さと隠 

居年齢の高さの反映であることはいうまでもない。

女子のプロファイルに眼を転ずると，それが現在のそれと非常に異なっていることがわかる。い 

わゆるM字型でも片流れ型のカーヴでもなく，高原型である。その点では現在の自営業世帯女子に 

みられるタイプと同じである力その「高原」の高さには驚かされる。30歳台，40歳台の有業率が 

90%を超えているのである。家事労働を除いてもなおこの水準であるということは，女子も男子と

注（2 5 )花房（1907),第319号の429頁。
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明治初年農家世帯の就業構造(1)

図 1 A 年鮮別有業率カーヴ：男子

資料：表3 A

同じくほとんど全員就業したといってよいであろう。ただひとつ男子と顕著に違う点は，労働力か
(26) .

ら抜け出る年齢力U0歳以上早いということだけである。それ以外の点で，基本的バターンは男女と 

も同一であった。そしてそれは，百年前の農家セクタ一に特徴的なことであったといってよいであ 

ろぅ。

それでは，雇用労働および非農業就業に焦点をあてると，以上のような有業率カーヴにみられる 

特徴はどのように変わるであろう力、。表 3 と図1はその点をもみている。すなわち，主業としてで

注 （2 6 )花房は「女子は早く業に就き男子は晚く業を捨つるの傾あり」という（第319号の429頁）力て，その前半部分は正 

しくない。ま3 A とBの10-14歳の有業率を比較してみれば，やはり男子のほうがわずかながら高いからである。こ 

れが， r自宅ノ用ヲ足ス者」を控除したことの影響であることはいうまでもない。
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図 1 B 年齢別有業率カーヴ：女子

資料：表3B

あれ副業としてであれ，雇用労働と非農業的職業に従享しているものの線人員にたいする割合を年

齢別に描くと，そのカーヴの形状は大きく変化する。
_ (27)

図 1 中に非農• 雇用労働力率として描かれているのは，非農業就業者数と農業における雇用労働 

者数との合計が総人員にたいしてしめる割合である。小農社会における非小農的就業のウュイトを 

示す指標といえる。グラフから明らかなように，男女ともそのレベルは高くはない。この地域が米 

と養香に特化した純農業村落であったからである。 しかしここで興味深いのは，その水準ではなく 

形状である。それは高原型の有業率カーヴとも異なり，また男女間でもはっきりと異なったパター

注 （2 7 ) ここで「労働力率」という表現をしているけれども，それはcurrent activityにもとづいた労働力率という意味 

ではない。この非農. 雇用労働力率も，もちろんusual statusによる有業率である。
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明治初年襄家世帯の就業構造(1)

ンを示している。’ 男子の非農• 雇用労働力率は—— 労働力からの引退が始まる65歳までは—— 年齢

が高くなるとともに上昇してゆく傾向をもつ。これにたいして女子の場合は，15-19歳にピークを

もち，30歳台にトラフがきた後ふたたび上昇する形状となっている。ここで女子のr非農」には木

綿糸取を含むが，先にも述べた通り，このうちにはかなりのr 自宅ノ用ヲ足ス」だけのものが含ま

れている可能性がある。そこで，木綿糸取を除いたケースもまたグラフに示してみたのが破線の力

ーヴである。それによっても15-19歳のピークとその後の急速な水準低下という点は変らないが，

中年およびそれ以降の上昇傾向が消減し，全体として右に長く框をひく片流れ型になっている。そ

してこのバターンカ’S 雇用労働力市場が発展した，あるいは発展しつつある社会において，いわゆ
(28)

るM字型が一般化する以前に支配的であった女子有業率のプロファイルであることは，興味深い。

なおここで注意をしなければならない点は，この片流れ型において，20歳前後のピークから急激

に有業率が低下する原因は必ずしも—— M字型について、われているように—— 結婚と出産ではな

いということである。19世紀の英国の経験からみるかぎり，結婚直後，あるいは乳幼児しかいない

ライフサイクル段階の唐のほう力';,労働可能年齢に達した子供をもつ母親よりも有業率は高いので
(29) ぺザント

ある。そして，この点は図1 B においても看取できることであって，小農社会である東A 代郡のこ

の地域でも，非農•雇用労働力率のトラフは30歳台前半にきている。

表 3A-Bでは，さらに雇用労働力率と非農• 非雇用労働力率とをわけてみている。その年齢別

変化をみると（図示は省略)，次の点が明らかとなる。第 1は，雇用労働力率のみをとってみると，

男女とも15-19歳あるいは20歳前後にピークをもつ片流れ型になる’ということである。ピークを形

成する年齢では，男女とも未婚者が圧倒的な割合をしめる。そして，「農作雇」と書かれた未婚の

男女のうち, . 少からぬ部分が—— 第n 節で述べたデータの性格からして—— 他町村あるいは他世帯

への住込享公人であったと想像される。第 2 に，女子の非農•非雇用労働力率も15-19歳にピーク

をもつ。ただし 20歳台でもその水準は急速な低下を示さず，中年になってもやや高い値をとる年

齢階層が現われる。このカテゴリーに入る職業は機織など家庭内でできる非農業的経済活動なので,

既婚者もまた就業可能だからであろう。第 3 に，同じ非農• 非雇用労働力率であっても，男子の場

合は異なったバターンを示す。10歳台ではその率はネグリジプルであり，20歳台でも高くはない。

そして，30歳以降の水準は明らかに20歳台のそれより高く，ピークは隠居年齢がくる直前の60歳台

前半に現われるのである。

このようなファインディングスは，男子の既婚者と女子既婚者および男女の未婚者との間に，農

作以外の何に就業するか，何故に就業するかという点にかんして明瞭な相違があったことを示唆す

注 （2 8 ) この点はStanding (1978)が示唆していろ（pp. 16-24を参照。また西川1980, 12-14頁をもみよ）o なお筆者も 

かつて，工業化初期段階における英国の女子有業率バターンが片流れ型であること，M宇型への移行は戦後になって 

からのことであることを指摘した（Saito 1979a, 1979b)。

(29) Saito (1979a), Table 4, p. 23; Saito (1979b), pp. 18-23.
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r三田学会雑誌丄78卷1号（1985年4月）.

表 4 A 性 • 婚姻状態 • 年齢階屠別有業率プロフアイル：男子

有業率
有業者のうち下記に就業するものの総人数（N)たいにする多

養 養 雇 用 労 働 非 農 • 非雇用 (N )i)

未 婚 者 (1) (2) (3) (4)

5—14歳 18.6 1.1 3.4 1.1 (263)

15歳以上 96.2 9.6 15.8 9 .1 (209)

計 53.0 4.9 8.9 4.7 (472)

(10歳以上） (71.6) (6. 7) (11.9) (6.1) (345)

有配偶者

35歳未満 97.8 14.1 3.8 18.4 (185)

35一49 歳 98.5 14.4 5.4 13.4 (202)

50歳以上 92.3 11.2 2.8 20.3 (143)

計 96.7 13.4 4.2 17.0 (530)

離死別者

50歳未満 100.0 12.5 0 18.8 (32)

50歳以上 81.4 11.6 2.3 23.3 (43)

計 89.3 12.0 1.3 21.3 (75)

資料：表 3 Aに同じ。

註 1) 次に該当するものを除く ：

イ) r年齢知レス」

ロ） r身上〔婚姻状態〕知レス」
ハ) r職業知レス」

ニ） 「不具者」

2 ) 各力チゴリ一の説明は，表 3 Aの註〔2)—〔4)を参照。

表 4 B 性 • 婚姻状態 • 年勉階層別有業率プロファイル：女子

有業率
有業者のうち下記に就業するものの総人数（N )にたいする％

養 蛋 雇 用 労 働 非 農 • 非雇用1) (N )

未 婚 者 (1) (2) (3) (4)

5_14 歳 14.2 1.2 3.7 0 (246)

15歳以上 82.9 29.1 13.7 17.1 (117)

計 36.4 10.2 6.9 5.5 (363)

(10歳以上） (55.1) (15. 8) (9. 4) (8. 8) (234)

有配偶者

35歳未満 93.6 79.7 2.0 6.8 (251)

35一49 歳 94.8 79.2 0.6 2.9 (173)

50歳以上 75.7 56.3 1.9 2.9 (103)

計 90.5 75.0 1.5 4.7 (527)

離死別者

50歳未満 82.9 53. 7 8.5 19.5 (82)

50歳以上 60.9 ■ 23.2 3.3 6. 6 (151)

計 68.7 33.9 5.2 11.2 (233)

資料：表3 Aに同じ。

註 1 ) 木綿糸取を含まない。
2 ) その他については，ま3 Aの註(2)—〔4 ) ,表4 Aの註(1)を参照。

28



る。表 4はその点を，婚姻状態別にさらに分計することによって確かめようとするものである。な

お，『人別調』の調査心得ではr農ノ名目ニテ専ラ養香，牧畜，袖載等ノミヲナス者」を通常の農
(30)

作人とは区別せよとしている。すなわち養重を「余業」として扱っているので，表 4 には，雇用労 

働 • 非農業就業と並んで養香の欄も加えてある。

ここから第 1にわかることは，男女とも有配偶者はほぽ全員就業の状I Iにあったという点である。 

男女の有業率プロファイルがともに高原型となる理由は，ここにある。とくに女子の場合に，有配 

偶者（50歳未満）のほうが未婚者（15歳以上）よりも多数就業しているという事実が， 印象的である。 

次に雇用労働に眼を転ずると，男女とも未婚の若年層に集中していることが確認できる。ただし， 

既婚者については男女差があり，男子の場合，離死別者より有配偶者のほうが率が高く，女子の場 

合はその逆である。また，35歳未満のおそらくは乳幼児をもっているであろう參に，僅かではある 

力’S しかしネグリジプルとはいえない数の日雇従事者がいることに注意しておきたい。第 3に，雇 

用労働ではない非農業就業についても表3および図1でみたことが確認できる。男子の場合，既婚 

者の率のほうが未婚者のそれより高く，既婚者のなかでは離死別者のほうが有配偶者よりやや高い。 

非農• 非雇用労働力率が年齢とともに上昇する傾向をもつようにみえたのは，ここに理由があった 

のである。女子にかんしては，15歳以上の未婚者と50歳未満の離死別者において高い値がみられる 

力’S 35歳未満の乳幼児をもつ有配偶者にも少なからぬ就業者がいる。女子のプロファイルが，男子 

とは違って20歳前後から低下傾向を示すものの，明瞭な片流れ型とはならないのはこのためである。 

最後に養S についてみよう。これは表3および図1からはわからなかった点であるが，なによりも 

まず，それが女子の仕事であったことが注意を惹く。しかも有配偶者に従事者が多いことが特徴で， 

50歳以上を除く唐の実に80%が養香に携っていた。夫や子供の協力は桑園の管理や四眠の後の作業 

において欠かせなかったであろう力;，養香は何よりも主婦の仕享であった。そして，農業のひとつ 

であったにもかかわらず養塞が「余業」と德川時代以来考えられていたのも，この事実と無関係で 

はないであろう。

養香のみならず，雇用労働も，商工業も，また家内で行う機織や妨糸などの手工業も，鼻家にと
(3D

ってはすべて「余業」であった。そこで，実際に2つ以上の業を兼ねるものがどの位の割合であっ

たのか，またその兼業率は年齡とともにどのように変化したのかを，最後にみることにしよう。
(32)

年齢別兼業率を示した表5 とそれをグラフ化した図2 をみてただちに気がつくことは，爱業率の

明治初年農家世帯の就業構造a)

注 （3の統計院（1882),18頁。引用は，総理府統計局（1976),166頁より。なお農作人については,「穀類，宇，麻，木綿， 

藍，茶，烟草，漆，緒，蜜拼，葡萄，甘商，梅，梨，蹄等ヲ作ル者ヲ云フ右ノ類ハ専ラー種ヲ作ル者ト諸種ヲ兼子 

作ル者トニ拘ハラズ皆（裹作）ト» スペシ」と，工芸作物栽培や果樹栽培を農家兼業とは看なしていない。

( 3 1 )稀には3つ以上の業を兼ねるものも存在した。これはr……主」も含んでいるが，雑品商/穀商/農作主/質'渡世と 

4つを兼業している例が南A代村でみられる。

( 3 2 )この表の女子のfflSは，斎藤（1980)のま1 (25頁）と同じである。男子については異なった数字となっているが， 

それは表注に述べたように，（1)「:..…主」の取扱い，（2)戸長. 郡長の取扱いにおける変更によるものである。
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「三田学会雑誌」78卷 1号〔1985年4 月） 

表 5 年 齢 別 兼 業 率

年齢階層 ま業者*〉の有業者敵数（N )にたいする％
男 子 ®) (N ) 女 子 (N )

5—14 7.3 (55) 38.2 C34)

15—24 15.3 (222) 46.0 (187)

25—34 24.5 (188) 46.3 (201)

35—44 29.3 (157) 41.3 (160)

45—54 28.7 (122) 46.7 (105)

55—64 31.3 (83) 38.2 (68)

65+ 18.2 (44) 23.6 (55)

計 22.8 (871) 42.7 (810)

資料：表3 Aに同じ。

註 1 ) ^ 蛋を兼ねるものを含む。r……主」を兼ねろものは兼業者と看なしていない。

2 ) 戸長（あるいは郡長）で農作をまねるものは兼業者と看なす。ただし戸長（あるいは郡長）で，農作主を策ねる 
ものは* 業者として抜わない。

図 2 年齢別兼業率カーヴ

資料：表5

水準は女子のほうが高いという点であろう。 しかしこれは養蛋がカウントされているからで，ここ 

で重要なのは年齢別カーヴの形状である。男子兼業率は，図 1 A の非農•雇用労働力率のカーヴと 

近似した形を示している。もう少し正確にいえば，図 1 A のグラフから20歳前後の山を削った形と 

いうことになる。20歳前後の山は未婚の雇用労働者—— そのかなりの部分は他町村への出稼享公人 

であった—— によって形づくられていたのであるから，そことは，男子にとってま業とはもっぱ
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ら既婚者の，したがって実際上は戸主の職業にかかわる享柄であったことを示している。これにた

いして女子の兼業率は，15歳から55歳までの間ほぽフラットとなっている。これは，なによりも既

婚者における養香就業の多さと，他方では未婚者および若い層の有配偶者には，養香のほか機織な

どの家内手工業への従事者も少からず存在したこととの結果であった。

享実，男子兼業者の4分の3が戸主であり，戸主でないものでも5分の3が （離死別者，隠居した

戸主の父親を含む）既婚者であった。女子の場合は，有配偶者6 4 % ,離死別者2 0 % ,未婚者16%で，

未婚者の割合が男子よりも高かった。いいかえれば，男子の場合は家業としての兼業だったのであ

り，これにたいして女子の兼業は—— 養香のように自営業的要素が強い場合のほかは—— 内載的な
(33)

色彩が強かったのである。家業としてのま業と内職的ま業とのひとつの大きな違いは，副業の内容 

に現われていた。たとえば農家のうち直下作の兼業者が何を副業としていたかをみると，穀商，生 

糸商，小間物商，雑品商，莫子商，酒屋，水享業，旅籠業，大工，草屋根夏と，実に多後な業名が 

あがってくる（直作. 下作についてもみると，このリストはもちろんさらに長くなる）0 これにたいして女 

子の* 業者の場合，農作あるいは養香を主業とするケース（98%をしめる） のうち農作/養基とい 

う組合せが6 4% ,残りは木綿糸取19% ,機械11% ,その他6 % となる。この地域がもし製糸業をも 

もっていたとすると，さらに製糸が加わったであろうが，いずれにしてもそのリストはきわめて単 

調だったのである。そして，このような内職的副業機会もなく，また養重業も存在しないような場 

合に，女子—— ただしその場合にはほとんど未婚のであるが—— も男子とともに出稼者の列に加わ 

ったのだといえよう。それは個人のレベルでは兼業ではなかったが，農家世帯からみればそれも兼 

業のひとつの形まだったのである。
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